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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
成
二
十
九
年
に
行
わ
れ
た
、
失
踪
し
た
技
能
実
習
生
か
ら
の
聴
取
の
結
果
の
二
千
八
百
七
十
件
」
に
つ
い

て
は
、
法
務
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に
お
い
て
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聴
取
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記
載
か
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ら
か
に
違
法
又
は
不
正
な
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

を
除
き
、
全
て
の
実
習
実
施
機
関
及
び
調
査
可
能
な
技
能
実
習
生
に
対
し
て
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査
を
行
う
予
定
で
あ
る
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